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広域連携による地域経営にかかる提言 

我が国の総人口は、2008 年をピークに減少局面に入り、2023 年時点で 1 億

2,000 万人前半まで減少した。2050 年には、全国の約 40%の自治体が「消滅可

能性自治体」に該当するとも推計されており、地方自治体が安定的、持続的に行政サ

ービスを提供することが一層困難になっていくことが懸念されている。 

 加えて、自治体職員の数も 1994年から2016年まで一貫して減少するなど、近年

は定年の引き上げ等により横ばい傾向であるものの、保健医療・福祉・教育・危機管

理など多岐にわたる行政需要が高度化・複雑化する状況で、限られた人的・財政的

資源で対応する必要があるという、極めて厳しい局面に直面している。 

 こうした状況下、これまでの「市町村単独」による地域運営の限界が顕在化しており、

隣接自治体や中核都市間での役割分担・機能連携を通じた『広域的な地域経営』が、

持続可能な地域構造を築く鍵となっている。 

 国においても、定住自立圏構想や連携中枢都市圏構想を推進し、特別交付税措置

を中心とした財政支援や技術的・政策的支援を行う等、自治体間連携に向けた取組

を強化しているが、医療・介護・子育て・デジタル行政・公共施設管理・人材確保など、

自治体単独では担いきれない分野をはじめとするあらゆる取組において、国の広域

連携のコーディネート機能に基づいた広域的な戦略と制度的支援が不可欠な状況で

ある。 

 地方において中心的な役割を担う中核市は、各地域において強いリーダーシップを

発揮し、財政面でも大きな負担を負わなければならない側面がある。一方で、都市部

に位置する中核市は、同程度の規模を有する近隣自治体との連携に際して合意形成

に苦慮するなど、地域によって異なる課題がある。ついては、中核市がそれぞれの地

域実情に応じた効果的な連携を行い、先進的な取組を全国的に展開することができ

るよう、下記の事項について積極的な措置を講じられたい。 

１ 広域連携を強力に推進するための国・都道府県の役割強化 

人口減少・少子高齢化が加速する我が国において、持続可能な行政サービス

の提供と地域活性化を実現するためには、自治体間の広域連携が極めて有効で

ある。しかしながら、その推進は必ずしも十分とは言えない現状にある。国が広域

連携の「推進役」としての役割を一層強化し、その深化に向けた抜本的な支援策

を講じるよう提言する。特に、都道府県が基礎自治体間の連携を支える新たな役

割を担うことができるよう、国から都道府県への積極的な働きかけと支援を強く要

望する。 
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① 「広域連携推進ロードマップ」の策定

広域連携の必要性が高まる一方で、その進め方に関する統一的な指針が存

在せず、自治体によって対応が分かれている現状を踏まえ、国が主導して

「広域連携推進ロードマップ」を策定し、公表すること。

② 「広域連携推進役」としての明確な位置付けと役割分担の明示

国及び都道府県の「広域連携推進役」としての明確な位置付けと役割分担を

明示すること。特に、広域行政における都道府県の役割については、地方自

治法上、「広域にわたる行政の連絡調整及び市町村を包括する広域的な行

政需要に対応する役割を有するもの。」とされているが、制度運用上、この機

能が十分に発揮されていない現状がある。こうした実態を踏まえ、都道府県

が市町村間連携を補完・支援する立場で関与できる仕組みを明確化すべき

である。

２ 中核市等の連携を後押しする制度整備 

定住自立圏や連携中枢都市圏等の制度は、隣接し競争関係に陥りやすい自治

体に対しインセンティブを提供することで、連携意欲を促し、一定の連携成果が出

ているものと考えられる。 

 しかし、構成市に対する支援額が財政規模に比して小さく、比較的合意形成が

容易な分野を除き、効果的な連携がなされていないという懸念がある。 

 また、広域連携を通じた地域経営の実効性を高めるには、制度面・財政面の基

盤整備が不可欠であるが、既存の補助金・交付金の多くが単年度または単独市を

前提とした制度となっており、複数市による中長期的な共同事業の企画、安定的

な運営が困難となっていることから、次のとおり要望する。 

① 制度横断的な共通補助制度の創設

「連携中枢都市圏」「定住自立圏」「広域連携協定」等、広域連携の枠組みに

よって支援制度が分かれ、制度横断的な活用が難しい現状を踏まえ、圏域

の構成や枠組みに関わらず柔軟に活用できる共通補助制度を創設すること。

② 「広域連携推進交付金（仮称）」の創設

複数の自治体が連携して取り組む中長期的プロジェクトに対し、計画立案・

合意形成・事業化に至るまで一貫して支援可能な「広域連携推進交付金（仮

称）」を創設すること。

③ 関係府省庁に対する一層の働きかけ

各府省庁が実施する既存の補助制度について、単独自治体による取組を前

提として設計されており、複数自治体による広域的な連携事業が制度上評
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価されにくい現状を踏まえ、関係府省庁に対し、補助制度の運用において広

域連携の取組を柔軟に評価・採択が可能となるよう、一層の働きかけを行う

こと。 

④ 「新しい地方経済・生活環境創生交付金」における広域連携事業の要件緩和

「新しい地方経済・生活環境創生交付金」において優先的に採択される「広

域連携事業」について、現行では連携する市町村においてそれぞれ事業を

実施することが求められているが、中核市等が複数の自治体との連携・調整

のもとで単独実施する広域事業（定住自立圏や連携中枢都市圏に基づく事

業を含む。）についても、優先的に採択されるよう制度を見直すこと。

⑤ 定住自立圏・連携中枢都市圏に対する交付税措置の引き上げ

定住自立圏・連携中枢都市圏に対する交付税措置について、中心市、連携

中枢都市に過度な財政負担が生じていることから、中心市・連携中枢都市に

対する特別交付税上限額の引き上げと、交付上限額を市町村単位ではなく

圏域単位で算定するなど、効率的な制度活用が可能となるよう変更すること。

また、連携中枢都市に対する普通交付税措置について、連携市町村数や公

共施設数に応じた補正係数を創設する等、より圏域の特性に応じた交付額

となるよう変更すること。

３ 公共施設・インフラの広域整備等に対する支援 

人口減少が進み、公共施設の利用需要が減少する一方で、施設の老朽化や維

持管理コストの増加により、自治体が単独で施設を維持することは困難になりつ

つある。 

 こうした状況下において、近隣自治体間での公共施設の集約化や共同整備・運

営は、持続可能な行政運営の観点から極めて有効であるが、公共施設の集約化

については、財政負担や機能分担、また施設を利用する住民や関係団体等のコン

センサスを得づらく、合意形成までに多くの課題が山積している。

広域行政というスケールメリットを最大限活用し、持続可能な自治体運営に取り

組むため、次のとおり要望する。 

① 「統廃合コスト」に対する財政措置

広域的な公共施設の再編や共同整備を進める上で、既存施設の除却や機

能移転などの「統廃合コスト」が自治体にとって大きな財政的障壁となってい

る状況を踏まえ、この「統廃合コスト」に対して、交付税措置や補助対象経費

の拡大などによる特別枠の財政措置を講じること。

② 広域施設整備・再編に対する新たな財政支援制度の構築
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学校給食センターや火葬場、ごみ処理施設等、広域的な施設整備・再編は、

財政効率や人材確保の観点から極めて有効である一方、現行の補助制度

（社会資本整備総合交付金等）では、広域整備に対する評価・支援が不十分

であることから、都道府県及び中核市等が主導する広域施設整備・再編に

対して柔軟に活用できる財政支援制度を新たに構築すること。 

③ 公共施設の配置等に関するガイドラインの作成

広域連携による施設整備・再編・管理等において、多くの自治体が制度設計

や調整方法について課題を抱えている現状を踏まえ、国が公共施設の配置

等に関するガイドラインを作成・公表し、自治体間での実践的な共有・活用を

促進すること。

４ デジタル技術を活用した自治体間連携に向けた支援 

人口減少・人材不足が進行する中、デジタル技術の活用は、単なる業務効率化

の手段ではなく、「人材確保」「公共施設の管理」「地域経済の活性化」などあらゆ

る分野の基盤として機能し得ることから、自治体間連携を進める上で非常に重要

である。 

 現在、国においても自治体情報システムの標準化やガバメントクラウドの導入が

推進されているが、原則として自治体単位での導入・運用を前提としており、複数

自治体による共用や圏域単位での整備には対応していない。 

 また、各自治体が単独でデジタル基盤を整備・運用することは非効率である上、

大きな財政負担となることが想定されている。 

 こうした制度的なギャップに対して、地域の中心を担う中核市が、共通システム

の導入やクラウド化等、デジタル技術の活用を広域的に進めることで、行政の効

率化と地域住民サービスの向上を両立させることができ、また、中核市間の遠隔

地連携を可能にするものであることから、次のとおり要望する。 

① クラウド型情報基盤の整備に対する交付金支援

自治体間で共用可能なクラウド型情報基盤の整備に対し、初期整備費用及

び継続的な運用費を対象とした、重点的かつ安定的な交付金支援を講じる

こと。

② 「新しい地方経済・生活環境創生交付金」の見直し

観光、介護、防災、交通等、複数分野にまたがる地域課題を一体的に解決す

るためのデジタル活用（分野横断型 DX）を広域的に推進するため、「新しい

地方経済・生活環境創生交付金」について、分野横断型 DX に柔軟に対応

できるよう制度を見直すとともに、必要な財政措置を拡充すること。
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③ 自治体間のマッチング機会の拡充 

人口減少や財政制約等の共通課題を抱える自治体間の連携を促進するた

め、デジタル技術を活用し、課題情報や取組事例、ニーズ等を可視化・共有

できる仕組みを整備し、共通課題を持つ自治体間のマッチング機会を拡充

すること。 

④ 全国統一のデジタルインフラ整備に係る自治体の負担軽減と制度の安定運

用 

国による全国統一のデジタルインフラ整備は広域連携の基盤となることから、

標準準拠システムへの移行や国策として推進しているマイナンバー制度の運

用にあたっては、国の責任において費用負担や制度支援を行い、自治体の

負担軽減と制度の安定運用を図ること。 

 

 

５ 広域的な専門人材等の確保・育成への支援 

全国的に人口減少・少子高齢化が急速に進む中、地方自治体においては、若

年層の都市部流出などにより、専門人材の確保が喫緊の課題となっており、特に、

地方の中心的な役割を担う中核市においても、医療・福祉・教育・技術分野におい

ては、自治体単独での人材確保が困難な状況にあり、民間企業への流出だけで

なく、自治体間でも獲得競争が激化している。 

 そのため、専門職員の確保・育成に関しては、都道府県や市町村連携による広

域的な確保・配置・活用に取り組むとともに、キャリア支援等、地域全体で人材基

盤を強化する必要があることから、次のとおり要望する。 

 

① 人材バンクや研修制度の整備支援 

広域的な視点での人材確保・育成を推進するため、複数自治体で共用可能

な人材バンクや研修制度の整備を支援し、デジタル人材や専門技術職等の

広域的な流動性・育成環境を強化すること。 

② 「新しい地方経済・生活環境創生交付金」の見直し 

「新しい地方経済・生活環境創生交付金」において、人材育成・研修事業へ

の活用を支援対象とすることを明確に位置づけること。 

③ 公民連携・外部人材参画を促す支援制度の構築 

様々な行政課題に対応するためには、行政内部にとどまらず、民間企業や大

学、専門機関等と協働することで、人的資源や専門知見を補完し合う公民連

携が有効である。特に、複数自治体が連携して公民連携を進めることは、外

部人材にとっても参画の意義やスケールメリットが生まれやすく、持続的な関

与を促すことができることから、広域的な公民連携や外部人材の参画を促す
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仕組みや支援制度を構築し、地域連携に多様な視点・専門性を取り込む体

制を整備すること。 

 

 

６ 広域連携による地域経済の活性化及び効率的な公共サービス提供への支援 

人口減少・少子高齢化の進行に伴い、特に地方都市においては地域内消費や

雇用の縮小が進み、地域経済の持続性が脅かされている。地域産業の担い手不

足や後継者不在も深刻であり、観光・農業・中小企業など地場産業の再生と活性

化が重要課題となっていることから、自治体の枠を超えた域内での資源や人材、

販路を共有・連携する取組が不可欠である。 

 また、救急医療や災害対策等については、境界地域における対応の遅れや搬送

調整等に課題があり、住民の安全確保の観点からも、近隣自治体との広域的な

連携が求められる。 

一方で、自治体間での財政格差や制度のばらつきが、行政サービスの公平性

や円滑な連携を妨げていることから、次のとおり要望する。 

 

① 共同プロモーションや販売支援活動に対する財政支援の拡充 

農産品や観光資源などの地域ブランドの育成にあたっては、複数自治体が

連携してマーケティングや販路開拓を行う取組が拡大していることから、地

域ブランドの確立に向けた広域圏での共同プロモーションや販売支援活動

に対し、継続的な財政支援を拡充すること。 

② 都市部人材の地域企業への参画促進支援 

副業・兼業等による都市部人材の地域企業への参画を促進するためには、

小規模自治体単独では実施が困難な人材ネットワークの構築や受入体制の

整備が効果的であることから、中核市がハブとなったマッチングやコーディネ

ートを行う仕組みを構築し、スケールメリットを活かした人材活用支援を推進

すること。 

③ 産業支援拠点の整備等に対する財政支援 

創業支援や後継者育成など、中小企業を支える基盤機能を広域的に担う産

業支援拠点の整備にあたっては、地方自治体単独では限界があることから、

複数自治体での整備・運営が有効である。このため、同拠点の整備・運営に

対し、初期費用・運営費の双方を対象とした継続的な財政支援を講じること。 

④ 消防・救急広域指令システムの整備等に対する財政支援 

消防・救急医療に係る指令システムの運用や救急車両・高度医療機器等の

整備は、住民の生命と安全を守るために不可欠である。こうした体制は、自

治体単独ではなく、近隣の複数自治体によって整備・運用することが効率的
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かつ効果的であるが、システム整備・更新に多額の費用がかかることや小規

模自治体の負担が過重となることが、広域連携の障壁となっている。そのた

め、広域指令システムの整備及び二次医療圏を考慮した地域間連携による

救急医療資機材の導入に対して、初期費用はもとより、運用・更新費用を含

めた継続的な財政支援を講じること。 

⑤ 公民連携事業に対する支援 

PFI・PPP 等の公民連携を広域的に推進するにあたっては、複数自治体が

連携し、民間事業者と継続的に対話・形成できる地域プラットフォームの活

用が有効であることから、圏域にとらわれず、行政単位を越えて形成・実施

される公民連携事業に対し、制度面・人材面・財政面からの支援を講じるこ

と。 

⑥ 全国一律の子育て支援施策の推進 

自治体間競争における人口誘導の取組が激化する中、財政力の差により市

民サービスに差が生まれることは、近隣市との円滑な広域連携の阻害要因と

なる懸念があることから、子どもの医療費助成制度や給食の無償化等の子

育て支援施策については、国策として位置付け、国が責任をもって取り組む

こと。 

⑦ 公営企業の広域化に対する円滑な推進体制の構築 

限られた人的リソースの効果的な活用や公的ストックの効率的な維持管理と

いった観点のもと、国では経営効率化について議論されている。今後、上下

水道をはじめとする公営企業の広域化が一層進んでいくことが予想される

中、国においては、こうした動きの円滑な推進に資する制度的な整備や財政

的な支援の拡充などに取り組むこと。 

 

 

  （参考）  

公益社団法人経済同友会 地域共創委員会 報告書（２０２４年１１月） 

「地方創生の加速に向けて  -近隣地連携・遠隔地連携のさらなる推進を‐」 

 

 

 

 

 

 

令和７年１０月３１日 

中 核 市 市 長 会  
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中核市市長会 

広域連携による地域経営にかかる提言 【概要版】 

我が国の総人口は減少局面にあり、2050年には全国の約 40%の自治体が「消滅可能性自治
体」に該当すると推計されており、地方自治体が安定的、持続的に行政サービスを提供する
ことが一層困難になっていくことが懸念されている。 

加えて、自治体職員の数も減少・停滞傾向にあり、行政需要が高度化・複雑化する状況で、
限られた人的・財政的資源で対応する必要があるという、極めて厳しい局面に直面している。 

こうした状況下、これまでの「市町村単独」による地域運営の限界が顕在化しており、隣
接自治体や中核都市間での役割分担・機能連携を通じた『広域的な地域経営』が、持続可能
な地域構造を築く鍵となっている。 

国においても、自治体間連携に向けた取組を強化しているが、自治体単独では担いきれな
い分野をはじめとするあらゆる取組において、国の広域連携のコーディネート機能に基づい
た広域的な戦略と制度的支援が不可欠な状況である。 

ついては、中核市がそれぞれの地域実情に応じた効果的な連携を行い、先進的な取組を全
国的に展開することができるよう、積極的な措置を講じるよう提言する。 

１ 広域連携を強力に推進するための国・都道府県の役割強化 

① 「広域連携推進ロードマップ」の策定
➁ 「広域連携推進役」としての明確な位置付けと役割分担の明示【重点】

２ 中核市等の連携を後押しする制度整備

① 制度横断的な共通補助制度の創設
➁ 「広域連携推進交付金（仮称）」の創設
③ 関係府省庁に対する一層の働きかけ
④ 「新しい地方経済・生活環境創生交付金」における広域連携事業の要件緩和
⑤ 定住自立圏・連携中枢都市圏に対する交付税措置の引き上げ

提言の趣旨 

提言概要 
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３ 公共施設・インフラの広域整備等に対する支援 

① 「統廃合コスト」に対する財政措置【重点】
➁ 広域施設整備・再編に対する新たな財政支援制度の構築
③ 公共施設の配置等に関するガイドラインの作成

４ デジタル技術を活用した自治体間連携に向けた支援

① クラウド型情報基盤の整備に対する交付金支援
➁ 「新しい地方経済・生活環境創生交付金」の見直し
③ 自治体間のマッチング機会の拡充
④ 全国統一のデジタルインフラ整備に係る自治体の負担軽減と制度の安定運用

５ 広域的な専門人材等の確保・育成への支援

① 人材バンクや研修制度の整備支援
➁ 「新しい地方経済・生活環境創生交付金」の見直し
③ 公民連携・外部人材参画を促す支援制度の構築

６ 広域連携による地域経済の活性化及び効率的な公共サービス提供へ
の支援 

① 共同プロモーションや販売支援活動に対する財政支援の拡充
➁ 都市部人材の地域企業への参画促進支援
③ 産業支援拠点の整備等に対する財政支援
④ 消防・救急広域指令システムの整備等に対する財政支援
➄ 公民連携事業に対する支援
⑥ 全国一律の子育て支援施策の推進【重点】
⑦ 公営企業の広域化に対する円滑な推進体制の構築
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災害対応・防災力の強化等に関する提言 

令和6年1月に発生した能登半島地震では、石川県能登地方を中心に甚大な被害

が発生し、多くの建物が倒壊、道路や鉄道が寸断され、長期間にわたる断水や停電

が続いた。特に、高齢化が進む地域では、避難所環境や衛生設備の不足、要配慮者

支援の困難さ、孤立集落への対応の遅れ、災害廃棄物処理能力の不足など、従来の

課題に加え新たな対応の必要性が顕在化した。令和７年９月に見直された南海トラフ

巨大地震の３０年以内の発生確率も「６０％から９０％程度以上」となっており、地震

災害に備える必要性は依然として高い状況である。 

一方、近年は豪雨による災害が全国で多発し、被害が激甚化・頻発化している。本

年においても、各地で記録的大雨による被害が発生しており、8月6日からの大雨で

は、熊本県や鹿児島県等で線状降水帯が繰り返し発生し、土砂災害をはじめ甚大な

被害をもたらした。さらに、9月12日から13日にかけては、三重県北部を中心に記録

的大雨となり、多数の家屋の浸水や道路の冠水など、大きな被害が発生した。 

こうした中、地方公共団体には、避難所運営や上下水道・河川等の基盤強化、物資

備蓄、ICTを活用した情報体制の構築など、平時から復旧・復興期まで一貫した防災

体制の整備が求められている。 

防災体制に関しては、現在、国において新たに「防災庁」の設置が検討されており、

今後の国の防災行政の中核機関としての役割が期待されている。その機能が十分に

発揮されるためには、発災時の指揮調整や情報の集約、平時の政策立案において、

現場の実情を踏まえる必要がある。中核市市長会としても、「防災庁」が設置された

際には、同庁との定期的な意見交換や協議を通じて、地域の防災力強化に向けた課

題を共有し、連携して解決を図っていくことが重要である。 

また、中核市は、医療・福祉・交通・経済など地域の中核機能を担うとともに、広域

連携の要として災害対応にも重要な役割を果たしている。しかし、財政や人材に制約

を抱える中、国による一層の制度・財政支援が不可欠である。 

よって、各中核市が地域特性を活かしながら、自立的かつ持続的に災害対応・防

災体制を強化していけるよう、以下の事項について提言する。 

１ 災害対応・防災力の強化等に係る財政支援の拡充 

（１） 「新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）」の拡充

① 能登半島地震で避難所環境や衛生設備の不足等が課題となったことや、昨

今の物価高騰、調達困難といった情勢を踏まえ、食料や水等の消耗品類も交

付対象に含めるなど、柔軟で現実的な制度運用とすること。
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② 中核市においては、広域避難や応援物資の集積拠点としての役割が期待さ

れる一方、市内全域をカバーする防災倉庫や備蓄施設を十分に確保できて

いない区域も存在する。災害時に即応可能な体制を整えるため、こうした施

設整備については単独事業であっても交付対象とし、中核市が地域全体の

防災力を担保できるよう、財政的支援を強化すること。

③ 防災は単年度で完結するものではないため、計画的整備が可能となるよう、

当交付金の制度を恒久化し、自治体が安心して中長期計画を策定できる環

境を整備すること。

（2） 緊急防災・減災事業債等の恒久化

想定外の災害に備えるには喫緊かつ弾力的な整備が求められることから、緊

急防災・減災事業債及び緊急自然災害防止対策事業債の期限を撤廃し、制度

の恒久化を行うこと。 

２ 避難環境の良質化と支援体制の強化 

（１） 避難所環境の改善と備蓄体制の確立

① 猛暑や寒波などの異常気象が常態化する中、空調設備や断熱対策は避難所

の安全・安心を確保する上で不可欠であり、工事費はもとより備品購入の経

費も対象に加え、補助制度の拡充を通じて早急な整備を可能とすること。

② 各自治体間で備蓄物資の品目や数量にばらつきがあるため、国がガイドライ

ンを明確化し、備蓄内容の標準化を推進することにより、調達効率の向上と

災害時の円滑な活用を図ること。 

（２） 災害時トイレ環境の整備

① 令和7年6月に運用開始された「災害対応車両登録制度（D‑TRACE）」は、

トイレカー等の迅速な派遣に資する有効な仕組みであるが、車両の種別・台

数の確保や、車両提供団体や調整事業者との連携、人員体制など運用面の

課題が残ることから、制度の実効性向上に向けた対策を講じること。あわせ

て、自治体によるトイレカー等の自主的導入を促すため、補助制度の明確化

と導入事例の全国共有を進めること。 

② 災害時の簡易トイレ等の衛生資機材は、自治体単独での対応に限界がある

ため、全国・広域レベルで相互融通できる体制の確立が不可欠である。一部

地域では相互派遣協定やネットワークが構築されつつあるものの、協定の全

国展開、標準化された運用ルール、調整人員や輸送・維持管理費への財政支

援など、実務面での整備には至っていない。これらを包括的に支える制度設
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計を国が主体となり推進すること。 

③ 排泄物の衛生処理については、災害時に域外搬出がスムーズにできるよう、

関係省庁と連携した法制度化を進めること。 

 

（３） 避難所DXによる避難者支援体制の強化 

① 避難所開設時の受付や避難者名簿の作成、支援物資必要数の把握などの業

務は、従来の紙ベースの運用では情報の取得、集計、共有などについて多く

の課題がある。こうした業務にスマートフォンやマイナンバーカード、二次元コ

ードなどを利用することで迅速化・効率化が期待できることから、デジタル技

術を活用した避難所運営システムの導入経費や運用費への補助制度を創設

し、全国的な整備を推進すること。 
② 避難所の開設状況などを住民にわかりやすく発信する取組や、住民自らの避

難経路の確認や備蓄品の準備を促す取組は、避難行動の支援や避難所の混

乱防止に有効である。自治体がデジタル技術を活用してこれらの取組を進め

られるよう、国が整備方針を明確化し、自治体への財政支援を行うこと。 

 

３ 災害に強いインフラ整備の推進 

（１） 激甚化・頻発化する大規模水害に備えた治水対策の推進 

① 近年の異常気象や線状降水帯の発生頻度の増加を背景に、内水氾濫や中

小河川の氾濫など、従来の治水対策では対応困難な局面が増えている。これ

に対応するため、「流域治水」の理念の下、河川管理者と自治体、民間地主等

が有機的に連携できるよう、国が継続的な財政措置を講じるとともに、法的・

制度的に調整機能を強化し、持続可能な地域治水の体制を構築すること。ま

た、地域特性に応じた内水対策を推進するため、国主導で各々の管理者から

なる協議の場を設け、点検管理できる体制を確立すること。 

② 内水氾濫への早期対応に向けては、地域の実情に応じた緊急排水ポンプや

調整池、普通河川の整備が不可欠である。人命や重要インフラの被害を最小

限にとどめるため、こうした整備に対する国庫補助制度を拡充し、各自治体

が計画的に対策を進められるよう支援を強化すること。 

 

（2） 耐用年数を迎える上下水道施設の耐震化・老朽化対策の推進 

高度経済成長期に整備された上下水道施設の多くが更新時期を迎えており、

漏水や管路破損といった事故が増加している。加えて、地震や浸水などの災害

時におけるライフライン確保の観点からも、上下水道の耐震化・老朽化対策は喫

緊の課題である。こうした中で、各自治体が継続的かつ計画的に改修・更新を実
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施できるよう、交付金の交付要件の緩和及び毎年度安定した財源確保を行うこ

と。 

（3） 円滑な物資配送を可能にする交通網整備

① 災害発生時の緊急物資や医療資機材、人員輸送等を迅速に行うためには、

平時から災害対応を見据えた道路整備が不可欠である。特に都市部と郊外

を結ぶ幹線道路、空港・港湾・物流拠点へのアクセス路については、災害時に

支障なく活用できるよう、機能強化を含めた整備を推進すること。

② 災害時の物資輸送や人員移動を確保するため、緊急輸送道路の拡幅や橋梁

の耐震補強、バイパス整備、さらに孤立リスクの高い地域での代替ルート確

保を進める必要がある。これらの道路整備を進めるため、用地取得・設計・維

持費用も含めた包括的支援を講じること。

（4） 多様な情報伝達手段を確保するためのデジタル技術の活用

① 自治体ごとに整備されている防災情報システムの多くは互換性がなく、災害

発生時の広域的な情報共有に課題がある。国により構築された全国共通の

プラットフォームである新総合防災情報システム（SOBO-WEB）について、

各自治体における運用に向けた技術支援・財政支援を強化すること。

② 災害対応の迅速化と住民の避難判断の精度向上には、流域全体の水位情報

やゲート操作、降雨状況、避難所混雑情報などをリアルタイムで集約・可視化

するICT基盤の構築が必要であるため、国が標準的なモデルを開発し、自治

体への導入支援を進めること。

③ 立ち入りの困難な場所の被害状況の把握や、罹災証明手続きのための家屋

の被害調査などにおいて、ドローンの活用は非常に有効とされている。各自

治体でのドローンの準備や、被災地へのドローンの派遣などについて支援体

制を整えること。

（5） 津波浸水想定の見直しに伴う新たな対策

① 津波浸水想定区域の見直しに伴い、これまで対象外であった地域が新たな

避難困難地域に指定されることが見込まれている。これらの区域では津波避

難タワーや高台避難路の整備が急務であるが、財源確保が課題となっている。

設置費・用地取得費・維持管理費に係る支援制度を拡充し、迅速な整備を可

能とすること。

② 要配慮者利用施設が作成する避難確保計画について、甚大な被害が生じる

前に避難完了することが困難な施設も相当数あることから、様々な想定に対
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応した計画について国がガイドラインを示すこと。併せて、避難を支援する者

自身の安全管理についてもその中で示すこと。 

 

（６） 「第１次国土強靱化実施中期計画」を踏まえた支援体制の確保 

① 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策は令和7年度で終了とな

るが、災害リスクが高まる中、河川改修や道路の耐震補強、ため池の改修等、

全国的に必要なハード整備が未完のままである。これらを確実に進めるため、

「第１次国土強靱化実施中期計画」に基づき、地方の実情や現場の課題を踏

まえた対策を着実に実行するとともに、十分な予算措置や体制整備を一体

的に進めること。 

② 単年度予算では対応しきれない大型事業が多いため、別枠で安定的な財政

措置と交付金制度の継続を行うこと。 

 

４ 広域連携体制の構築と支援の充実 

（1） 物資・資機材の広域備蓄と融通体制の強化 

① 災害の広域化・長期化が常態化するなか、自治体単独では備蓄の確保・更新

に限界がある。都道府県単位での分散備蓄体制を構築し、発災時に自治体

間で迅速に融通可能となる広域的な物資流通ネットワークを整備すること。 

② 国有地や公有地を活用した保管施設整備、備蓄品のユニット化、標準規格化

等を国が主導して推進し、保管効率の向上と物流の迅速化を進めるとともに、

設置費・運営費に係る財政支援を講じること。 

 

（2） 災害廃棄物の広域処理体制の構築 

① 発災時に発生する災害廃棄物は非常に大量かつ多様であり、中核市におい

ても単独での処理能力には限界がある。特に広域支援拠点としての役割を

担う中核市では、平時から仮置場の確保や民間事業者との連携（協定等）、

処理計画の策定などを計画的に進める必要がある。これらの取組を後押しす

ることが広域処理体制の構築につながることから、自治体への技術支援や財

政支援を一層強化すること。 

② 災害時における域外処理ルールの明確化や、受入先との事前協定の推進を

支援し、環境負荷や住民合意への対応も含めた全体的な仕組みづくりを推

進すること。 

 

（3） 自治体間の人的支援体制の整備 

① 大規模災害の発生時には、被災自治体の職員のみでは十分な対応が困難で
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あり、広域的な応援体制が不可欠である。中核市においても、広域避難や医

療・物流など多様な対応が求められる一方で、専門職員の不足や派遣体制

の構築に課題を抱える場合があるため、広域での応援人材の確保・登録制

度等を構築するとともに、派遣・受入体制の整備や関連経費に対する恒常的

な財政支援を講じること。 

② 中核市が中心となって広域調整を担うためには、外部支援団体（NPO、医療

支援、物流等）との連携体制の構築が不可欠であり、そのための情報共有基

盤と平時からの訓練支援、育成体制を国が主導して整備すること。

５ 防災庁に期待する役割 

現在、国において検討されている「防災庁」の設置にあたっては、上記提言に対

して包括的に対応するとともに、次の役割を果たすことを期待する。 

① 発災時の指揮調整や平時の政策立案などにあたり、現場の実情を的確に反

映させること。

② 中核市は災害対応の最前線を担うとともに、近隣自治体との広域連携の要

でもあることから、定期的に中核市と意見交換できる仕組みを整備すること。

③ 被災者が安心して避難生活を送ることができるよう、また、被災自治体の負

担が軽減されるよう、官民含め、幅広な協力体制を平時から構築すること。

令和7年１０月３１日 

中 核 市 市 長 会 
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災害対応・防災力の強化等に関する提言案 (概要） 

１ 災害対応・防災力の強化等に係る財政支援の拡充 

（１）新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）の拡充【重点】

①備蓄食糧や生活必需品等の消耗品類も交付対象となるよう範囲を拡大すること。

②防災倉庫や備蓄施設の整備を単独事業で行う場合も交付対象とすること。

③計画的な防災対策ができるよう、交付金制度を恒久化すること。

（2）緊急防災・減災事業債等の恒久化【重点】

想定外の災害に備えるには喫緊かつ弾力的に対策を講じる必要があるため、緊急防災・減

災事業債および緊急自然災害防止対策事業債の期限を撤廃し、早期に恒久化すること。 

２ 避難環境の良質化と支援体制の強化 

（１）避難所環境の改善と備蓄体制の確立【重点】

①避難所の安全・安心を確保するため、空調設備や断熱対策にかかる工事費はもとより備

品購入経費も対象に加え、補助制度の拡充を通じて早急な整備を可能とすること。

②自治体間で備蓄物資の品目や数量にばらつきがあるため、国がガイドラインを明確化し、

備蓄内容の標準化を推進することにより、調達効率の向上と災害時の円滑な活用を図る

こと。

（２）災害時トイレ環境の整備

①「災害対応車両登録制度（D‑TRACE）」は、制度の実効性向上に向けた対策を講じるこ

と。あわせて、自治体によるトイレカー等の自主的導入を促すため、補助制度の明確化と導

入事例の全国共有を進めること。

②災害時の簡易トイレ等の衛生資機材は、広域レベルで相互融通できる体制の確立が不可

欠である。相互派遣協定等における運用ルールの標準化など、実務面で整備を進めるた

め、制度設計を国が主体となり推進すること。

③排泄物の衛生処理については、災害時に域外搬出がスムーズにできるよう、関係省庁と連

携した法制度化を進めること。

（３）避難所DXによる避難者支援体制の強化

①避難所開設時の受付や避難者名簿の作成、支援物資必要数の把握などの業務に、スマー

トフォンやマイナンバーカード、二次元コード利用などのデジタル技術を活用するため、避

難所運営システムの導入経費や運用費への補助制度を創設し、全国的な整備を推進する

こと。 

②避難所の開設状況の発信や、避難経路の確認、備蓄品の準備を促す取組など、自治体が

デジタル技術を活用して進められるよう、国が整備方針を明確化し、自治体への財政支援

を行うこと。
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３ 災害に強いインフラ整備の推進 

（１）激甚化・頻発化する大規模水害に備えた治水対策の推進【重点】

①河川管理者と自治体、民間地主などが連携できる仕組みづくりなど、「流域治水」に関して

国主導で調整機能を強化すること。また、国主導で各々の管理者からなる協議の場を設

け、点検管理できる体制を確立すること。

②内水対策のための緊急排水ポンプの整備や調整池及び普通河川の整備に関する国庫補

助事業を拡充すること。

（２）耐用年数を迎える上下水道施設の耐震化・老朽化対策の推進【重点】

上下水道の耐震化・老朽化対策を継続的かつ計画的に推進していくため、毎年度安定した財

源確保を行うこと。 

（３）円滑な物資配送を可能にする交通網整備

①災害時の緊急物資や人員輸送の確保のために、平時から災害時へのフェーズ転換が可能

な道路・交通ネットワーク整備を図ること。

②災害時優先道路となる道路の拡幅、補強、バイパス整備を図ること。また、地域が孤立しな

いよう、複数の輸送経路を確保する代替ルートの整備支援を図ること。

（４）多様な情報伝達手段を確保するためのデジタル技術の活用

①新総合防災情報システム（SOBO-WEB）について、各自治体における運用に向けた技術

支援・財政支援を強化すること。

②流域全体の水位情報やゲート操作、避難所混雑情報等をリアルタイム集約・可視化するシ

ステムの標準モデルの開発と自治体への導入支援を進めること。

③立ち入りの困難な場所の被害状況の把握や、罹災証明手続きのための家屋の被害調査な

どで有効とされるドローンの活用において、各自治体でのドローンの準備や、被災地へのド

ローンの派遣などの支援体制を整えること。

（５）津波浸水想定の見直しに伴う新たな対策

①新たに避難困難地域に指定された地域において津波避難タワーや高台避難路等を迅速に

整備するため、整備に係る支援を拡充すること。

②要配慮者利用施設が作成する避難確保計画について、様々な想定に対応した計画につい

て国がガイドラインを示すこと。併せて、避難を支援する者自身の安全管理についてもその

中で示すこと。

（６）「第１次国土強靱化実施中期計画」を踏まえた支援体制の確保

①国土強靱化5か年加速化対策は終了するが、河川改修や道路の耐震補強等、必要なハー

ド整備は完了していないため、「第１次国土強靱化実施中期計画」に基づき、整備に必要な

財源を確保すること。

②単年度予算では対応しきれない大型事業が多いため、安定的な財政措置と交付金制度の

継続を行うこと。
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４ 広域連携体制の構築と支援の充実 

（１）物資・資機材の広域備蓄と融通体制の強化

①物資・資機材の広域での分散備蓄体制を構築し、発災時に自治体間で迅速に融通可能と

なる広域的な物資流通ネットワークを整備すること。

②国有地等を活用した保管施設整備や備蓄品のユニット化、標準規格化等を国が主導して

推進し、保管効率の向上と物流の迅速化を進めるとともに、設置費・運営費に係る財政支

援を講じること。

（２）災害廃棄物の広域処理体制の構築

①災害廃棄物の処理は、中核市においても単独処理には限界がある。広域での処理体制構

築に向けた取組を進めるため、自治体への技術支援や財政的支援を一層強化すること。

②災害時における域外処理ルールの明確化や、受入先との事前協定の推進を支援し、環境

負荷や住民合意への対応も含めた全体的な仕組みづくりを講じること。

（３）自治体間の人的支援体制の整備

①大規模災害の発生時には、広域的な応援体制が不可欠であるため、広域での応援人材の

確保・登録制度等を構築するとともに、派遣・受入体制の整備や恒常的な財政支援を講じ

ること。

②外部支援団体（NPO、医療支援、物流等）との連携体制を構築するため、情報共有基盤と

平時からの訓練支援、育成体制を国が主導して整備すること。

５ 防災庁に期待する役割 

「防災庁」の設置にあたっては、次の役割を果たすことを期待する。 

①発災時の指揮調整や平時の政策立案などにあたり、現場の実情を的確に反映させること。

②定期的に中核市と意見交換できる仕組みを整備すること。

③平時から、官民を含めた幅広な協力体制を構築すること。
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子どもの学びの環境充実に向けた取組に係る提言 

全国的に不登校児童生徒数が過去最多を更新し続け、いじめの認知件数も依然

として高水準で推移し、重大事態につながる事案が増加するなど、子どもたちを取り

巻く環境は極めて深刻な状況にある。特に、いじめの重大事態の発生件数は増加傾

向にある。また、ＳＮＳなどによるトラブルが増え、対応が困難化・長期化し、不登校の

要因としても学業や人間関係の悩みに加え、発達上の特性や家庭環境など、複合的

な背景が絡み合い、その多様化・困難化が顕著となっている。 

文部科学省においては、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策

（ＣＯＣＯＬＯプラン）」が策定され、また、重大事態の対応等に関して示された「いじめ

防止対策の更なる強化について」において、取組が整理されるなど、子どもたちが安

心して学び、生活することができる対策の推進がなされている。 

こども家庭庁においても、学校現場だけでなく市長部局からのアプローチによるい

じめ解消の仕組みづくりに取り組む、地域におけるいじめ防止対策の体制構築が推

進されているところである。 

中核市においては、学びの多様化学校の設置検討や校内教育支援センターの設

置など、地域の実情に応じた多様な支援の充実に努めているものの、問題の深刻化・

複雑化に加え、対策を担う人材や財源の不足、学校・教育委員会・市長部局といった

関係機関の連携における制度的な課題など、個々の中核市の努力だけでは乗り越え

難い大きな壁に直面しているのが実情であることから、地域の実情に応じた柔軟な

執行を可能とする財政支援の創設など、未来を担う子どもたちの健やかな成長を願

い、その環境と支援体制の充実に向けた施策を講じるよう、以下の事項について提

言する。 

１ いじめの問題に対応する学校現場及び市長部局の体制強化に向けた支援 

【いじめ対策】 

（１）専門人材の配置(教育的アプローチへの支援)

①スクールロイヤーなど専門人材の配置に係る財政措置の拡充

いじめの事案は多様化・困難化しており、法的な問題などを含む複雑な事案

もあることから、学校の教職員だけで対応するには限界がある。また、保護者

への対応に専門的な助言が必要なケースもあることから、スクールロイヤーな

ど専門人材の活用が進むよう、配置に係る費用への財政措置を大幅に拡充

すること。
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②いじめ防止対策を専門に担当する教職員の加配措置

いじめへの迅速かつ適切な対応を行うことができるよう、いじめの認知から解

消まで、いじめ防止対策を担当する専門教職員の配置が可能となるよう加配

措置を講じること。

③支援員の配置に向けた補助制度の拡充

いじめ事案への対応は教職員や教育委員会事務局の職員等の深刻な負担増

と多忙感を招いている実態がある。教職員等の負担を軽減するため、対象と

なる児童生徒の見守り体制の強化や保護者への対応などの面で支援が可能

な支援員の配置について、補助制度の拡充を図ること。

（2）担当職員の配置（行政的アプローチへの支援)

①市長部局における担当職員の配置に係る支援の充実

現在、こども家庭庁において、市長部局によるいじめ解消の仕組みづくりに向

けた手法の実証事業が実施されているが、採択された自治体のみが事業を実

施することができる仕組みにとどまっていることから、実証事業の検証結果を

踏まえ、どの自治体においても市長部局における担当職員の配置が進むよう、

配置に係る財政措置の拡充や組織体制の充実に向けた支援を行うこと。

いじめの問題への対応には、学校・教育委員会における教育的な指導による

人間関係の再構築を目的としたいわゆる「教育的アプローチ」と、被害者と加害

者という概念に基づき、いじめを人権問題として捉え、市長部局における行政的

な措置によりいじめを即時停止し、事態の早期収拾を図ることを目的としたいわ

ゆる「行政的アプローチ」があるが、それぞれ目的と役割が異なる２つのアプロー

チを確保し、並走させることにより、いじめの早期解決を図ることが肝要である。

２ いじめの未然防止と早期発見・早期対応の実効性を高めるための支援 

【いじめ対策】 

（１）新たな課題に対応した研修及び情報提供体制

①研修資料や先進事例を共有するプラットフォームの構築

いじめの未然防止教育の先進事例に基づく指導教材等については、文部科学

省の「いじめ未然防止教育のモデル構築推進事業」でも作成され、全国に周知

されることとなっているが、先進事例における知見がより効果的に活用されるよ

う、人権教育と生徒指導を関連付けた研修資料の作成や全国の先進事例を共

有するプラットフォームの構築等を行い、全教職員の専門性の向上に向けた支

援を行うこと。
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②ＳＮＳトラブルの事例や効果的な指導方法等の教職員研修の充実

ＳＮＳの普及によるコミュニケーションのトラブルが増えており、いじめは学校外

の時間や空間に拡大するとともに、深刻化している。ネットいじめ等の最新の事

例や、加害・被害双方への効果的な指導方法に関する教職員向けの研修機会

を充実すること。

（２）学校外でも相談しやすい環境の整備

①タブレット端末を活用した相談システム導入や相談支援に係る補助制度の

拡充

児童生徒が１人１台端末を活用し、いつでもすぐにＳＯＳを発信することができ

る相談システムを導入する自治体が増えている。児童生徒がいじめに関する

悩みを相談しやすい環境を更に整備するため、タブレット端末を活用した相談

システムの導入や相談体制の構築について、制度全体の国庫補助率を引き上

げる等の財政措置を講じるとともに、補助対象条件を緩和すること。また、電話、

対面、手紙、メール、フォーム、ＳＮＳアプリなど多様な相談窓口を整備し、児童

生徒や保護者が様々な相談方法を選択できる体制をつくることが、いじめの早

期発見・早期対応に有効であることから、相談支援に係る必要な経費について

補助制度の拡充を図ること。 

②組織の設置目的の異なる「学校・教育委員会」と「市長部局」それぞれにおけ

る相談体制整備に係る支援の充実

組織の設置目的の異なる「学校・教育委員会」と「市長部局」のそれぞれに相談

体制を整備し、児童生徒や保護者に対して２つの選択肢を提供することにより、

相談者の希望に沿った解決を図ることができることから、相談体制の整備に係

る財政措置や組織体制の充実に向けた支援を行うこと。

（３）加害児童生徒への適切な指導と支援

いじめ防止対策推進法では、加害児童生徒に対して出席停止措置や児童等

が使用する教室以外の場所において学習を行わせる措置を執ることも可能であ

るが、その措置が長期化した場合に対応するため、次の措置を講じること。 

①学習の保障と専門的指導やカウンセリングを受けられるプログラムの整備

加害児童生徒の学習を保障しつつ、自身の行為と向き合い、立ち直りを支援す

るため、社会性を育成する専門的な指導やカウンセリングを受けられるプログ

ラムを整備すること。

②懲戒を目的としない転校措置制度の検討

いじめが重大化・長期化するような深刻なケースにおいて、加害児童生徒の登

校継続により被害児童生徒の登校が困難になる場合や、別室登校により加害

児童生徒の教育を受ける権利が十分に保障されない場合もあることから、学
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校、学校の設置者又は学校を設置する地方公共団体の長が、懲戒を目的とし

ない加害児童生徒の転校措置を執ることができるよう、制度の見直しについて

検討すること。 

 

３ 「重大事態」への対応における課題解決に向けた支援【いじめ対策】 

 （１）専門家の確保 

①専門家をリスト化した人材バンクの整備及び自治体への派遣体制の構築 

重大事態の調査においては、中立性・専門性を担保するための弁護士や精神

科医などの専門家の協力が不可欠であるが、適切な人材の確保が困難な状

況にある。そのため、調査経験の豊富な専門家をリスト化した人材バンクを整

備するとともに、自治体の要請に応じて専門家を迅速に派遣できる制度を創

設すること。 

 （２）調査体制の整備 

①質の高い調査を保証する調査委員報酬等の経費補助 

いじめ防止対策推進法に基づく対応の徹底が求められている中で、特に重大

事態が複数発生した場合には、調査に係る財源負担が非常に大きくなること

から、自治体の財政規模にかかわらず、全ての重大事態に対し、質の高い調

査が保証されるよう、専門家への報酬等を含む調査費用に対する補助制度を

創設すること。 

   ②重大事態の調査における調査主体の範囲の拡大 

調査の実効性を高め、迅速に対応するため、重大事態の調査主体に市長部局

も含めるための制度改正について検討すること。 

③異なる地域間・学校間での調査の責任主体や重大事態の調査の対象期間

の明確化 

重大事態の発生後に対象の児童生徒が進学・転学した場合等において、調査

の責任主体が不明確となり迅速に対応できないことや、発生後、長期間が経

過した事案について、調査が極めて困難となるといった課題があることから、

重大事態の調査の責任主体や過去に起きた重大事態の調査の対象期間の考

え方を「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」において明示すること。 
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４ 誰一人取り残されない学びの保障に向けた人的体制への支援【不登校対策】 

（１）教職員定数の拡充【重点項目】

①不登校支援を専門とする教職員の加配措置

不登校や何らかの要因により学級に入りにくい児童生徒に対しては、一人一

人の状況やニーズに沿った支援を行う必要があるが、現状では支援を行う人

材が恒常的に不足しており、多くの学校で管理職や養護教諭、空き時間のあ

る教員が教室以外の別室で個別に支援を行うなど、計画的・継続的な支援が

困難な状況である。そのため、不登校や何らかの要因により学級に入りにくい

児童生徒への個別の支援を専門的に担う教職員の加配措置を講じること。

②学びの多様化学校における人員体制の充実と人員補充のための財政措置

不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施す

る学びの多様化学校では、一人一人の特性や状況に寄り添った教育を実施

するため、特に手厚い支援体制が必要となることから、学びの多様化学校が

独自に必要とする教職員の加配定数を新たに設定し、人員体制の充実強化を

進めること。また、教職員が不足する場合には、人員補充のための財政措置を

講じること。

（２）校内教育支援センター等における支援員の安定的な配置【重点項目】

①全ての小・中学校及び義務教育学校における専属支援員の常時配置

校内教育支援センターについては、設置している多くの自治体において、児童

生徒の安心できる居場所として有効に機能している一方で、支援員の不足に

より、支援員が未配置となっている学校や、配置されていても不在となる時間

帯が多く発生している学校があることが課題となっている。児童生徒がいつで

も安心して過ごせる居場所を確保するため、全ての小・中学校及び義務教育

学校に専属支援員が常時配置されるよう、既に配置されている支援員も含め

た専属支援員に係る財政措置を拡充すること。

（３）専門スタッフの配置・拡充

①スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置校や配置時間

の拡大に向けた財政措置

不登校児童生徒やその保護者の中には、心理的なケアや福祉的なアプローチ

が必要な場合があり、スクールカウンセラー（ＳＣ）やスクールソーシャルワーカ

ー（ＳＳＷ）による支援の重要性が増している。しかし、配置が十分ではなく、相

談の順番待ちが発生するなど、迅速な支援を行うことができない状況にある

ため、児童生徒や保護者のニーズに応えられるよう、ＳＣやＳＳＷの配置校や

配置時間を大幅に拡充するための財政措置を講じること。
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５ 児童生徒の多様な学びの場と居場所の確保・充実【不登校対策】 

（１）学校内における多様な学びの場と居場所の整備促進【重点項目】

①校内教育支援センター等の設置や環境充実に向けた財政措置

校内教育支援センターについては、空き教室の不足により設置自体が困難な

学校や、設置できても十分な環境を整備できない実態があることから、教室の

改修や備品購入、ＩＣＴ機器の整備など居場所の質を高めるための継続的な

財政支援を行うこと。また、補助対象を新規設置校に限定せず、先進的に取り

組んでいる自治体に対しても財政措置を拡充すること。

（２）学校外の学びの場の確保と経済的支援

①教育支援センターの機能強化に向けた運営費の支援拡充

不登校児童生徒への主な支援として各市の教育委員会が設置している教育

支援センターについては、アウトリーチ支援を主たる業務として行う支援員以

外は補助対象となっていないが、教育支援センターの機能強化を図り、不登

校児童生徒への相談機能や学習支援だけでなく、多様な体験活動などを提供

できるよう運営費に係る財政措置を拡充すること。

②学びの多様化学校の設置及び運営に係る財政措置の拡充

多様な背景を持つ不登校児童生徒の個々の実態に配慮した教育を実施する

学びの多様化学校の必要性を鑑み、整備を推進・検討している自治体もある

ものの、財政的な負担が大きな課題となっているのが現状である。学びの多

様化学校の設置等に係る補助制度については、文部科学省の「学びの多様化

学校の設置促進」等の関連事業が実施されているが、多くの自治体への設置

実現に向け、地域の実態に応じた柔軟な制度設計の見直しや補助制度の拡

充を図ること。また、学びの多様化学校のみならず、自治体で設置する学校外

の居場所での学習支援についても、運営費に係る財政措置を拡充すること。

③フリースクール等の民間施設を利用する家庭への経済的支援

多様な学びの場や居場所の確保として、フリースクール等の民間施設の利用

を検討するケースが増えているが、経済的な理由で断念する家庭も少なくな

く、経済面の支援が行き届かない状況にある。学びの機会均等の観点から、フ

リースクール等の民間施設を利用する児童生徒の家庭に対して、経済的負担

を軽減するための補助制度を創設すること。 

（３）新たな支援アプローチの導入促進

①ＩＣＴを活用したオンライン上の居場所づくりへの支援

１人１台端末の整備により、家から出ることができない児童生徒に対して、ＩＣＴ

を活用して学校や教育支援センターとオンラインでの授業配信やカウンセリン

グを実施することが可能となった。また、メタバース空間を活用した支援は社
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会とつながるための重要なツールとなり得る。そのため、ＩＣＴを活用したオンラ

イン上の居場所づくりや学習支援に取り組む自治体への財政的・技術的支援

や、オンライン支援を担う専門人材の育成・確保に対する支援を行うこと。 

６ 持続可能で効果的な支援を実現するための体制の確立【不登校対策】 

（１）省庁連携による包括的な支援体制の構築

①連携事業の恒久化と拡充

文部科学省の「不登校対策ＣＯＣＯＬＯプラン関連事業」や、こども家庭庁の

「学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開

発・実証」や「地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業」等の省

庁連携により行われる事業については、教育と福祉の連携を促進する上で大

変有効であることから、対象となる期間や自治体数を限定することなく、希望

する全ての自治体において実施できるよう、恒久的な制度とすること。

令和７年１０月３１日 

中 核 市 市 長 会 
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（２）担当職員の配置（行政的アプローチへの支援）

（１）専門人材の配置（教育的アプローチへの支援）

１ いじめの問題に対応する学校現場及び市長部局の体制強化に向けた支援

不登校児童生徒数が過去最多を更新し、いじめの認知件数、いじめの重大事態の発生件数やＳＮＳを介したトラブルも増加
するなど、子どもを取り巻く状況は極めて深刻な状態にある。文部科学省は「誰一人取り残されない学びの保障（COCOLO
プラン）」や「いじめ防止対策の更なる強化」を打ち出し、こども家庭庁も市長部局からのアプローチによる地域における
いじめ防止対策の体制構築を推進しており、中核市ではこれらを受けて学びの多様化学校や校内教育支援センターの設置な
ど支援の充実に努めているが、人材・財源不足や、学校・教育委員会・市長部局間の連携の制度的課題など、個別自治体だ
けでは解決困難な課題があることから、子どもたちの健やかな成長を支える環境・支援体制の充実に向けた施策を提言する。

子どもの学びの環境充実に向けた取組に係る提言 【概要版】

①スクールロイヤーなど専門人材の配置に係る財政措置の拡充
②いじめ防止対策を専門に担当する教職員の加配措置
③支援員の配置に向けた補助制度の拡充

▲【岐阜市】
いじめ主任対策監による研修会

①市長部局における担当職員の配置に係る支援の充実

1,698 

6,147 
7,498 

R4年度 R5年度 R6年度

いじめ認知件数

▲【旭川市】取組の成果

2

101
139

R4年度 R5年度 R6年度

いじめ相談件数

4.4倍 69.5倍

▲【旭川市】いじめ防止対策の組織体制

①研修資料や先進事例を共有するプラットフォームの構築
②ＳＮＳトラブルの事例や効果的な指導方法等の教職員研修の充実

（１）新たな課題に対応した研修及び情報提供体制

（２）学校外でも相談しやすい環境の整備
①タブレット端末を活用した相談システム導入や相談支援に

係る補助制度の拡充
②組織の設置目的の異なる「学校・教育委員会」と「市長部局」
 それぞれにおける相談体制整備に係る支援の充実

7 11

17
27

892 2,183 

32,522 
37,509 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

導入中核市

相談件数

▲タブレット端末を活用した相談システム
導入市及び相談件数【中核市】

▲【八尾市】
いじめ報告相談アプリ

（３）加害児童生徒への適切な指導と支援
①学習の保障と専門的指導やカウンセリングを受けられるプログラムの整備
②懲戒を目的としない転校措置制度の検討

（１）専門家の確保
①専門家をリスト化した人材バンクの整備及び自治体への

派遣体制の構築

（２）調査体制の整備
①質の高い調査を保証する調査委員報酬等の経費補助
②重大事態の調査における調査主体の範囲の拡大
③異なる地域間・学校間での調査の責任主体や重大事態の
 調査の対象期間の明確化

19
15

22
27

20 20

R1年度R2年度R3年度R4年度R5年度R6年度

▲附属機関で調査を行った重大事態件数及び調査費用の状況【中核市】
※非公表等を除く

金額 件数

100万円未満 74件

100万円
～300万円未満 27件

300万円
～1,000万円未満 18件

1,000万円以上 4件

【重大事態の調査件数】

２ いじめの未然防止と早期発見・早期対応の実効性を高めるための支援

３「重大事態」への対応における課題解決に向けた支援

▲【旭川市】警察との連携
による非行防止教室

重大事態の認定件数
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子どもの学びの環境充実に向けた取組に係る提言 【概要版】

①不登校支援を専門とする教職員の加配措置
②学びの多様化学校における人員体制の充実と人員補充のための財政措置

（１）教職員定数の拡充【重点項目】

設置済 設置検討中 設置予定なし 未定

4市 19市 37市 2市

▼学びの多様化学校設置状況等について【中核市】

▲【岐阜市】学びの多様化学校の例

（２）校内教育支援センター等における支援員の安定的な配置【重点項目】

区分

設置あり

設置なし市内全ての学校に設置

全ての学校に支援員等を配置

小学校（61市） 49 12 6 12

中学校（61市） 59 29 13 2

義務教育学校（設置19市） 13 12 8 6

①全ての小・中学校及び義務教育学校における専属支援員の常時配置

（３）専門スタッフの配置・拡充
①スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置校や配置時間の拡大に向けた財政措置

（１）学校内における多様な学びの場と居場所の整備促進【重点項目】
①校内教育支援センター等の設置や環境充実に向けた財政措置

（２）学校外の学びの場の確保と経済的支援

①教育支援センターの機能強化に向けた運営費の支援拡充
②学びの多様化学校の設置及び運営に係る財政措置の拡充
③フリースクール等の民間施設を利用する家庭への経済的支援

▲【旭川市】校内教育支援センター
支援員による学習支援

▼【明石市】フリースクール利用者への助成制度

（３）新たな支援アプローチの導入促進

①ＩＣＴを活用したオンライン上の居場所づくりへの支援

▲【岐阜市】オンラインフリースペース｢みちるーむ｣

（１）省庁連携による包括的な支援体制の構築
①連携事業の恒久化と拡充

助成額 助成率

月10,000円 利用料の1/2

４ 誰一人取り残されない学びの保障に向けた人的体制への支援

５ 児童生徒の多様な学びの場と居場所の 確保・充実

６ 持続可能で効果的な支援を実現するための体制の確立

▼中核市における校内教育支援センターの設置状況   （単位：市） 

▼【尼崎市】学びの多様化学校（R8.4月開校予定）
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令和８年度税制改正に関する要請 

中核市は、地方自治法その他の法令に基づき、多くの権限が移譲された真の地方

分権をけん引すべき重要な存在であり、地域の拠点都市として、人口減少・少子高齢

化への対応や社会インフラの維持といった喫緊の地域課題の解決に、率先して取り

組む責務がある。 

われわれ中核市が一丸となってその機能や役割をいかんなく発揮するためには、

自主的かつ安定的な都市財政運営に必要な財源の確保が不可欠であり、刻々と変

化する社会の実態に応じた柔軟で実効性のある税制度・しくみの変革を常に希求し、

不断に、かつ、果敢に挑戦を継続しなければならない。 

よって令和８年度税制改正に関し、特に以下の事項について十分配慮するよう強く

要請する。 

１ 税制改正にかかる地方団体との協議 

地方財政に影響を及ぼすことが想定される税制改正については、検討の段階から、

地方団体との協議を実施するなどにより、地方の意見を反映すること。 

また、地方財政に影響を及ぼすことのないよう、減収分は確実に全額国費で補塡

すること。 

２ 税制改正における自治体への配慮 

（１）地方税法の改正時期等

地方自治の根幹である税条例の改正について地方議会での議論の時間や住民

への周知期間が十分確保されるよう、地方税法等の改正の時期について配慮す

ること。

また、システム改修に要する期間等についても適切に考慮した上で、自治体の事

務負担増につながらないよう、改正内容を早期にシステム標準化の仕様設計に反

映させるとともに、所要の経費については十分な財政措置を講じること。

（2）簡素な税制の実現

税制は、「公平・中立・簡素」の三原則に基づいて運営されるべきだが、近年の税制

は複雑化し、自治体の事務負担やコストの増大が懸念されるほか、納税者にも分

かりにくいものとなっている。

今後の制度設計にあたっては、誰にとっても簡素で分かりやすいものとし、自治体

業務の負担にも十分に配慮した上で、事務効率の向上に資する税制とすること。
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３ 固定資産税の安定的確保 

固定資産税は、市町村税収の大宗を占める基幹税目として、安定的な行政サービ

スの提供に欠くことのできないものであり、その税収の動向は、中核市を含めた基礎

自治体の行財政運営を大きく左右するものであることから、制度の根幹を揺るがす

見直しは行わないこと。 

経済対策などに伴う政策的な減税措置は、本来、市町村の基幹税目である固定資

産税を用いて行うべきではなく、国税や国庫補助金など国の財源により実施すべき

性質のものであり、地方に減収を生じさせるような制度の見直しは行わないこと。 

４ ゴルフ場利用税の現行制度の堅持 

ゴルフ場利用税については、その税収の７割がゴルフ場所在市町村に交付されて

おり、ゴルフ場関連の財政需要に対する貴重な財源であることから、現行制度を堅持

すること。 

５ 地方税における税負担軽減措置等整理合理化 

地方税における非課税措置、課税標準特例措置等については、税負担の公平確

保の見地から、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限られるよう慎重に検討

するとともに、効果が明らかでないものについては、速やかに整理合理化を図ること。 

また、地方税収に影響を及ぼす国税における租税特別措置についても見直しを行

うこと。 

６ 電子化による事務効率化の推進 

（１）税務システムの標準化への対応

ガバメントクラウド利用料を含め標準準拠システム移行後の運用経費について

は、「少なくとも３割削減を目指す」との目標に反し、想定を上回る運用経費の増

大が見込まれる。

これに対して、国からの根本的な解決策が示されてこなかったが、この度、実態

の意見やコスト構造の分析を踏まえた財政措置のあり方について検討する旨の

見解が新たに示された。

標準準拠システム・ガバメントクラウドの本格利用は始まっており、一刻も早く、

目標を具現化するための方針を確定させ、運用経費の増大分については、普通

交付税措置ではなく各自治体の状況を適正に反映する形で、国費対応を含め、

国の責任において適正に財政措置を行うこと。

（２）ｅＬＴＡＸを活用した税以外の公金収納への対応

地方税統一ＱＲコード等を利用したｅＬＴＡＸ経由の納付について、遅くとも令和

29



8年9月までに、税以外の公金収納を開始することを目指している。令和5年4月

に対象を地方税の全税目に拡大した際には、決済能力や処理容量に不足があり、

二重納付や入金・収納データの遅延が発生した。対象を拡大するにあたっては、

地方税をはじめ公金収納に影響を及ぼすことのないよう関係省庁の連携のもと

十分な準備を行う旨を税制改正大綱に盛り込むとともに、地方公共団体への情

報提供を迅速に行うこと。 

また、地方税統一ＱＲコード付き納付書に対応するため生じるシステム改修等の

コストについては、全ての自治体に共通して発生するものであるため、交付税措

置ではなく、国費負担による財源措置を行うこと。 

（３）ｅＬＴＡＸを利用した収納方法の拡充

納税環境整備の具体的手法として、eLTAXを利用した納税方法に、賦課決定税

目に係る口座振替（金融機関口座の事前登録により、継続して自動引き落としす

る方法（申告税目に係る電子申告と連動したダイレクト納付とは異なる））、クレジ

ットカード定期払い（クレジットカードの事前登録により、継続して自動決済する方

法）及びコンビニエンスストア払いを加えること。また、ｅＬＴＡＸを経由する納付を

地方税以外の地方公金にも拡大した際には、当該地方公金の納付方法について

も同様に、口座振替、クレジットカード定期払い及びコンビニエンスストア払いを

利用できる環境を整えること。

（４）申告から納税までのデジタル完結にあたってのｅＬＴＡＸ利用促進と効率的な

仕組みの構築

ｅＬＴＡＸにおいては、令和５年４月から電子納税の対象税目が全税目に拡大され、

令和７年度には申告・申請の電子化が完了する。残る納税通知等の電子化は令

和９年から10年に予定され、これによって申告から納税までのデジタル完結が実

現する。 

中核市としても、個人及び中小事業者のデジタル移行は、行政・民間ともに重要

事項であり、電子申告から電子納税までの一貫した利用を促進することは、次な

る大きな課題の一つである。 

そのためには、国・地方・金融機関・関係団体が連携して電子納税の普及啓発に

努める必要があるが、全国規模の課題であることを踏まえ、ｅＬＴＡＸの利用頻度

を高める観点から、人口が集中している政令市や中核市の実情を十分に把握し

た上で、国が積極的な調整を主導すること。 

また、事業者が個人住民税（特別徴収）を紙の納入書で納税した場合等に、金融

機関との取り決めにより窓口収納手数料を自治体が負担しており、多大な財政負

担になっていることに対して、国として電子納税の義務化を検討するなど、より効

率的に徴収できる社会的な仕組みを構築すること。 
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７ 住民税制度の合理化、事務の円滑化 

（１）給与支払報告書への同一生計配偶者の項目追加

合計所得金額が１，０００万円を超える納税者の配偶者は、以前は配偶者控除の

対象者として所得の把握等が行えていたが、令和元年度の住民税から、配偶者

控除が認められなくなり、全ての住民の所得状況を把握する住民税においては、

収入のない配偶者は未申告者となるため、給与支払報告書（個人別明細書）の

様式に、同一生計配偶者の項目を追加すること。

（２）国税連携に係る所得税確定申告書データの早期提供

所得税の確定申告書は、住民税を課税する上で重要かつ不可欠なものである。

そのため、個人住民税の当初課税事務及び個人住民税を基礎として算定する国

民健康保険税や介護保険料等の事務を適正かつ確実に行うためには、期限内

申告分の所得税の確定申告書データについては、遅くとも３月末までに市町村に

送信すること。また、期限後申告分の確定申告書データについては、６月以降、

月１回の送信となっているが、速やかに適正な課税を行えるよう、月１回に留まら

ないデータ送信を行うこと。

（３）特別徴収対象年金所得者が死亡した際の個人住民税徴収方法

特別徴収対象年金所得者が死亡した際、相続人代表者の特定に時間を要し、賦

課が滞る問題が生じている。

よって、特別徴収対象年金所得者が死亡した際、同一世帯の筆頭者を相続人代

表者とみなすなど、実情に即した制度を構築すること。

８ 固定資産税制度の合理化、事務の円滑化 

（１）不動産登記名義人住所が国外の場合の、固定資産税及び都市計画税賦課徴

収事務の円滑化

土地・建物の不動産登記名義人の住所が国外の場合（以下「国外名義人」とい

う。）について、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所

有権の国庫への帰属に関する法律が成立し、国外名義人の国内連絡先が所有

権登記の登記事項に追加された。不動産登記手続きを行う際に、課税庁に対す

る納税管理人の申告を義務付けるなど、国外名義人に対する賦課・徴収事務が

円滑に遂行できるよう規定を整備すること。 

（２）相続財産清算人等の選任

相続人不存在や所有者居所不明の場合における、相続財産清算人及び不在者

財産管理人の選任制度を柔軟に活用できるよう法整備をすること。

（３）税の返還に関する明確な法の整備
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地方税法に定める期間を超えて還付する場合の根拠規定につき、多数の自治体

で地方自治法第２３２条の２を適用して対応している状況であるため、全国的に

統一された根拠となるよう法を整備すること。 

（４）固定資産評価基準（土地・家屋）の整備 

固定資産評価基準の土地評価、特に宅地の画地計算に用いる補正率、家屋評

価の補正項目及び補正係数について、その判定方式の明示や解釈の統一化な

ど見直しを図ること。 

（５）非課税となる固定資産の明確化 

地方税法第３４８条第２項各号及び第４項の非課税の範囲を政令や省令等で明

確にし、全国の自治体で統一した解釈や判断ができるよう基準を整備すること。 

（６）不動産登記情報へのマイナンバー等の記載 

所有者不明の土地や家屋の発生予防のほか、地方団体の固定資産税課税事務

の効率化のため、登記申請時には、申請物件所有者のマイナンバー（個人番号）

の提出を義務付けるとともに、マイナンバーに加え4情報（氏名、住所、生年月日、

性別）を記載した登記情報について、地方税法第３８２条に基づき登記所から市

町村長へ通知すること。 

（７）相続放棄時の固定資産税課税に係る法解釈 

民法第９３９条の相続放棄を行った者が、地方税法第３４３条第２項後段の「当該

土地又は家屋を現に所有している」場合の、課税の取扱いを明確にすること。 

（８）商業地における負担調整措置の見直し 

商業地等における負担水準が６０％～７０％の場合の課税標準額は、前年度の

課税標準額と同額に据え置かれるが、同じ価格の土地でも負担水準の違いで税

負担に差が生じるなど課題もあることから、税負担の公平性を確保するため、商

業地等における据置特例を廃止するなど、負担調整措置の見直しを図ること。 

（９）住宅建替え中の土地に係る固定資産税・都市計画税の住宅用地特例措置の

適用要件の統一化 

住宅建替え中の土地に対して、地方税法第３４９条の３の２の住宅用地に係る課

税標準の特例措置を適用できる要件のうち、「住宅の建設が当該年度に係る賦

課期日において着手」の要件について、全国の自治体で統一した解釈や判断が

できるよう、見直しを図ること。 

（１０）家屋評価の公平公正な税制 

家屋の評価は取引単価を考慮しない再建築価格方式であるにもかかわらず、 

居住用超高層建築物に係る固定資産税の見直しの実施など、取引単価を考慮

する改正は、評価額算出の根本を揺るがすものである。 

よって、取引単価の考慮等、今後に波紋を広げるような税制改正は行わないこと。 
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（１１）償却資産における電子申告システムの改善

償却資産の電子申告方法について、国においてシステムの仕様を再構築するな

ど各自治体における対応の差を解消し、負担軽減を図ること。

９ 軽自動車税制度の合理化、事務の円滑化 

（１）申告等情報の電子での提供の法制度化

二輪の軽自動車等（１２５㏄超）の運輸支局で登録・廃車手続を行ったものについ

て、その登録廃車情報を申告情報と併せて該当の市区町村へ電子データにて提

供するよう法制度化し、事務の円滑化を図ること。

また、軽自動車税申告手続きのシステム改修等に要する経費については、十分な

財政措置を講じること。

（２）軽ＯＳＳの利用促進

三輪以上の軽自動車の新車購入時の申告等をオンライン化の対象とした軽ＯＳ

Ｓについて、国においても利用促進に係る広報活動を実施すること。

（３）軽自動車税納付確認システム（軽ＪＮＫＳ）の公開

軽ＪＮＫＳについて、令和５年１月から軽四輪、令和７年４月から二輪の小型自動

車の運用を開始し、継続検査（継続車検）窓口での「納税証明書の提示」を原則

不要としたことに伴い、自動車関連業者等から納付状況を予め確認するため自

治体への問合せが増加している。

そうした状況を踏まえ、具体的な公開手法について十分な注意を払った上で軽Ｊ

ＮＫＳを自動車関連業者等にも公開し納付状況を確認することができるようにす

るなど、自治体の負担軽減を図るよう環境整備を図ること。

（４）種別割の標準税率

軽自動車税種別割の標準税率に、特種用途自動車等の税率を規定すること。又

は、特種用途自動車等の課税の明確な基準を設けること。

１０ 徴収事務の改善・円滑化 

（１）国外転出者への課税・徴収体制等の改善

国外への転勤や転居、また、外国人住民の増加などにより、市税が未納のまま国

外へ転出する事例が増えていることから、出国前の納税管理人の設定の制度化

など、納税漏れのないよう必要な制度を構築すること。

（２）給与の差押え金額の計算範囲の変更

生計を一にする親族に一定額以上の収入がある場合は、差押禁止額の算定基

礎とする生活扶助対象者から除外できるようにすること。

（３）租税債権者による自動車（軽自動車・二輪車含む）の所有権代位移転登録制
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度の創設 

滞納処分の差押えに当たり、所有権留保付き自動車の割賦代金が完済されてい

る場合において、租税債権者の代位や監督官庁の職権による所有権移転登録が

可能となるよう制度を見直すこと。 

（４）代表相続人に係る指定範囲の拡大

地方団体の長による代表相続人の指定ができる場合を拡大するよう法令や手続

きの見直しを図ること。

（５）公売手続き前の立入調査権の拡充

国税徴収法に基づく公売手続きにおいて、第三者に使用させている不動産への

強制的な立入調査権を認める等、民事執行法と同様の措置を講じること。

（６）固定資産税等の滞納に係る無剰余公売制度の創設

民事執行法第６３条第２項と同様に、租税の執行機関に配当がなくとも手続き費

用を超えるなら、優先債権者の同意がある場合に限り公売を可能とする、無剰余

での公売制度を創設する等制度の改善を図ること。

（７）職権による特別徴収から普通徴収への切替え

特別徴収による個人住民税を滞納している特別徴収義務者の義務者指定を職

権で取消し、普通徴収への切替えができるようにすること。

（８）森林環境税の減免に係る宥恕規定の創設

森林環境税の免除において、個人住民税の減免の取扱いと整合を図るため、森

林環境税の免除に該当することが明らかであり、かつ市長が必要と認める場合

に限り、被災者等からの申請なしに免除を適用することができる宥恕規定を設け

ること。

（９）個人の道府県民税に係る徴収取扱費の引き上げ

人件費や物価等の高騰に伴って、賦課徴収に関する事務費も上昇していること

から、個人の道府県民税に係る徴収取扱費を引き上げること。

１１ 国民健康保険制度の見直し及び財政支援 

（１）国民健康保険税への財政支援

国民健康保険制度は、被保険者の低所得者が多い一方で医療費水準が高い構

造上の問題があり、他の医療保険制度と比較して保険料の負担率が高い。近年

の物価高騰は被保険者にとって実質的な負担増となっているほか、都道府県単

位での保険料水準の統一が被保険者にとって負担増となる場合もあることを踏

まえ、国において、抜本的な財政支援を早急に実施すること。

なお、令和８年度以降予定されている、高額療養費に係る自己負担限度額の引

き上げの検討に当たり、被保険者、保険者双方に過重な負担を強いるものとなら
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ないよう、財政支援等の適切な措置を講じること。 

（２）所得税青色申告による純損失の繰越控除が行われた該当者等の軽減判定所

得の算出方法の見直し

国民健康保険税の軽減判定所得を捉える際に、所得税青色申告による純損失

の繰越控除が行われた該当者等については、軽減判定所得の算出方法が専門

的かつ非常に複雑であり、間違いを生じやすい現状である。国において、平成

３０年度に改正案の検討が行われたままとなっていることから、市区町村の事務

負担が大きくならず、間違いが生じにくい算出方法へ抜本的に制度の見直しを

行うこと。

（３）子どもに係る均等割保険税の軽減制度の拡充

令和４年度から未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割の軽減措置

が導入されたところだが、子育て世帯のさらなる負担軽減を図るため、対象年齢

の拡大や軽減割合の引き上げなど、国の責任において財源を含めた子どもに係

る均等割保険税の軽減制度の拡充を行うこと。

（４）世帯主以外の被保険者の納税義務の見直し

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者であるから、国民健康保険制度を利用

している被保険者であっても世帯主でなければ、納税義務が発生せず、滞納処

分もできない。国民健康保険制度の円滑な執行のため、世帯主以外の被保険者

に連帯納税義務を課すなど、制度の見直しを行うこと。

（５）外国人の在留期間更新の際における国民健康保険税の納付証明書提出の義

務化

外国人被保険者が増加する中、国民健康保険に係る外国人収納率の向上は全

国的な課題であることから、外国人の在留期間更新の際における国民健康保険

税の納付証明書提出の義務化を「特定技能」に限定されている取扱いから、一

般税の納税額証明書と同様の在留資格申請まで拡大すること。

１２ 都市計画税制度の見直し 

（１）都市計画税充当事業の拡充

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法

に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、市町村が目的税

として課税しているが、その使途について、過去に都市計画事業認可を受けて整

備された施設の改修及び都市計画事業認可を受けない都市施設の整備・改修

に充当できるようにするなど、充当対象事業の拡充を図ること。

さらに、バスやタクシーといった公共交通が重要な交通インフラとして位置づけら

れている地域において、生活交通の確保や維持、改善のため安定した財源を確
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保し、公共交通の更なる整備や充実が図られるよう、当該事業を都市計画税の

充当対象事業とすること。 

（２）課税基準の明確化

地方税法第702条に規定されている、市街化調整区域内において都市計画税

を課税することができる「特別の事情」の明確化を図ること。

１３ 国有資産等所在市町村交付金の見直し 

国有資産等所在市町村交付金制度については、固定資産税相当分についてのみ

対象とされているが、都市計画税相当分についても交付対象とするよう見直しを図る

こと。 

また、固定資産税及び都市計画税に相当する額について、算定基準を明確にする

こと。 

１４ 事業所税における課税団体要件等の見直し 

人口が３０万人を下回った場合、課税団体の指定が取り消され、事業所税を課税

することができなくなるが、一方で、財政需要は急激に減少するものではない。 

よって、安定した住民サービスを提供できるよう課税団体要件の見直しや指定都市

取消による減収分の激変緩和措置の創設など、必要な措置を講じること。 

１５ 法人市民税の中間申告納付制度の見直し 

法人市民税の中間申告納付による還付加算金は、自治体への財政的な負担が非

常に大きいため、還付加算金の適用を除外するなど、法人市民税の中間申告納付制

度を見直すこと。 

 少なくとも、確定申告の申告期限を延長した法人に係る還付加算金の算定におい

ては、平成29年度税制改正における申告期限延長月数の増による地方団体への影

響増大を踏まえ、当該延長期間を除外すること。 

１６ 地方法人課税の偏在是正における地方への配慮 

「地方間における税源の偏在是正」及び「財政力格差の縮小」を進めるに当たって

は、企業誘致や地域の産業・経済活性化のための様々な施策を通じて税源涵養を図

っている中核市の努力が損なわれることがないよう配慮することが望ましい。 

また、法人住民税法人税割の交付税原資化は、地方消費税率の引上げに合わせ、

地方団体間の財政力格差を是正するために創設されたものであることを踏まえ、こ

の措置による財源については、引き続き必要な歳出を地方財政計画に確実に計上す

ること。 
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さらに、国・地方を通じた法人関係税収は中核市の行政サービスを支える上で重

要な財源となっていることから、恒久減税による減収は恒久財源で補塡することを基

本とし、中核市の行財政運営に支障が生じないよう必要な財源措置を講ずること。 

17 ふるさと納税における地方自治体の負担の縮小 

（１）ワンストップ特例制度に係る所得税控除相当額の補塡

ふるさと納税ワンストップ特例制度に係る所得税控除相当額について、個人住民

税の減収分を全額国費で補塡するなど、制度の改善を図ること。

（２）ふるさと納税制度の更なる適正化

ふるさと納税制度については、高額所得者ほど控除と返礼品による経済的利益

を得られるなど公平性の観点からの問題も指摘されている。

また、過度の返礼品競争により平成３１年度に税制が改正され適正化が図られた

ところではあるが、都市部においては寄附額より個人市民税における減収額が

大きく上回っているところであり、財政をひっ迫する要因の一つとなっている。

一方で、地方では重要な財源となっている自治体もあることから、さらなる制度

の適正化を図ること。

なお、令和５年10月に開催された、財政制度審議会においてふるさと納税制度に

基づく自治体への寄附金について、「特定財源」から「一般財源」への変更を検討

すべきとの提案がなされたが、地方創生を推進するための各自治体の創意工夫

による取り組みを抑制しかねない見直しは行わないこと。

１８ 税務情報の開示が可能となる業務の明確化 

税務情報の開示が可能な業務・照会については、各自治体で地方税法上の守秘

義務が解除されるかどうかを判断して対応しているため、地方税法において、本人の

同意無しで開示可能となる対象業務を明確化すること。 

１９ ＥＢＰＭ推進のための税情報活用可能な考え方の明示 

ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）において、個人情報の匿名化・仮名化の手法とそ

の取扱いについて全国的に統一された一定の要件を設け、当該要件を満たすことで

税務情報を利活用することが可能になるような考え方（地方税法第22条の守秘義務

で禁止されている「窃用」に該当しないことの確認を含む。）を国として示すこと。 

２０ 法令等の規制により減収となった固定資産税等を補塡するための財政措置 

土砂災害特別警戒区域等に存する土地など、法令等により利用制限がかかる土

地に対して減額している固定資産税等について、減収分を補塡する財政措置を講じ
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ること。 

２１ 固定資産税・都市計画税に係る被災住宅用地等に対する課税標準の特例措

置等の延長 

災害により滅失又は損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地については、市

町村長が認めた場合、原則として被災後２年度分に限り、当該土地を住宅用地とみ

なして固定資産税及び都市計画税の課税標準額を軽減する特例措置が設けられて

いるが、甚大な被害があった被災地については、人手・資材不足等により被災住宅の

撤去や新たな住宅の建設が遅れ、住居の再生が２年内に困難な場合も少なくないこ

とから、当該特例措置の適用期間を実情に合わせて延長すること。 

また、災害により滅失等した償却資産又は家屋の所有者が、代替資産を取得等し

た場合における特例措置等について、被災住宅用地の特例と同様に取得期間を延長

すること。 

令和７年１０月３１日 

中 核 市 市 長 会 
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